
家庭での取組

保育所・幼稚園・学校での取組

地域での取組

企業での取組

　家庭は、子どもにとって「巣」であり「お
城」であり、家族にとっても心の安らぐ場です。
あいさつや家族一緒の食事など、団らんのある
家族は、温かく、明るく、和やかです。互いを
思いやり、気がねなく話し合える雰囲気の中で、
子どもたちはすくすく育っていきます。そのよ
うな家庭の中で、情緒が安定し、情操の芽生え
も培われていきます。人育ちの基本は家庭生活
です。

　保育所や幼稚園、学校は、社会生活を営むた
めに必要な知識やルールなどを、子どもの発達
段階に応じて習得させる場です。子どもを見つ
め話に耳を傾け、子どもの変化に応じて成長を
支援するとともに、命の大切さを感じとる心と
自尊感情を育む保育・教育に取り組まなければ
なりません。子どもや保護者等と連絡を密にし、
地域や関係機関と連携することで、子どもの育
ちや安全を確保し、地域の養育力の向上に寄与
することも大切です。

　地域社会は、そこに暮らす人々を支える基盤
です。生き生きとした地域社会であるためには、
自治会活動が活発でなければなりません。子ど
も会や老人会等の活動を活性化したり、保育
所・幼稚園・学校など関係機関と積極的に連携
して、子どもの安全の確保に協力するなど、地
域の養育力を高めることが求められています。
　孤立した家庭をなくすように配慮するととも
に、児童虐待には迅速かつ的確な対応が必要で
す。

　働くことは従業員に生き甲斐を与え、その家
庭に経済的な安定をもたらす大切な営みです。
また、企業も社会の一員として、子どもたちの
健やかな成長に責任があります。
　従業員の仕事と生活の調和(ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ)を実
現するために、「一般事業主行動計画」を策定
し取組内容を明記するなど、子育てしやすい制
度や職場環境づくりに努力することが大切です。

すべての大人が協働して、
たくましい長崎っ子を
育みましょう！










